
 
 

一 

歳
入
庁
の
設
置
に
よ
る
内
国
税
並
び
に
労
働
保
険
料
及
び
年
金
保
険
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
業
務
の
効
率
化
等
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
税
庁
が
所
掌
し
て
い
る
内
国
税
の
賦
課
及
び
徴
収
に
関
す
る
事
務
等
並
び
に
厚
生
労
働
省
が
所
掌

し
て
い
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
雇
用
保
険
の
保
険
料
（
以
下
「
労
働
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
等
に
関
す
る
事

務
並
び
に
日
本
年
金
機
構
が
行
っ
て
い
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
保
険
料
、
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健

康
保
険
の
保
険
料
そ
の
他
の
保
険
料
（
以
下
「
年
金
保
険
料
等
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
等
に
関
す
る
業
務
を
一
元
的
に
行
う

歳
入
庁
の
設
置
等
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
内
国
税
並
び
に
労
働
保
険
料
及
び
年
金
保
険

料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
業
務
の
効
率
化
並
び
に
こ
れ
ら
の
納
付
を
行
う
者
の
利
便
性
の
向
上
を
推
進
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ

ら
の
納
付
の
状
況
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
歳
入
庁
の
設
置
） 

第
二
条 

政
府
は
、
内
閣
府
に
、
そ
の
外
局
と
し
て
歳
入
庁
を
置
く
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 

二 

２ 

歳
入
庁
は
、
平
成
二
十
七
年
度
中
に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
歳
入
庁
が
一
元
的
に
行
う
事
務
等
） 

第
三
条 
次
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
歳
入
庁
に
お
い
て
一
元
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

国
税
庁
が
所
掌
し
て
い
る
内
国
税
の
賦
課
及
び
徴
収
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
事
務 

二 

厚
生
労
働
省
が
所
掌
し
て
い
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
及
び
雇
用
保
険
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
労
働
保
険

料
等
の
徴
収
に
関
す
る
も
の
そ
の
他
そ
の
徴
収
に
関
し
必
要
と
な
る
も
の 

三 

日
本
年
金
機
構
が
行
っ
て
い
る
業
務
の
う
ち
、
年
金
保
険
料
等
そ
の
他
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
も
の
、
厚
生
年
金
保

険
及
び
国
民
年
金
、
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら

に
関
し
必
要
と
な
る
も
の 

２ 

前
項
の
事
務
の
う
ち
内
国
税
並
び
に
労
働
保
険
料
及
び
年
金
保
険
料
等
の
納
付
を
行
う
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
つ
つ

業
務
の
効
率
化
を
進
め
る
観
点
か
ら
民
間
に
委
託
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
民
間
へ
の
委
託
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
歳
入
庁
の
職
員
の
定
員
等
） 



 
 

三 

第
四
条 

歳
入
庁
の
職
員
の
定
員
は
、
歳
入
庁
が
設
置
さ
れ
る
直
前
に
お
け
る
国
税
庁
の
職
員
の
定
員
に
で
き
る
限
り
近
い
必

要
最
小
限
の
数
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

歳
入
庁
の
設
置
に
伴
い
退
職
を
す
る
者
が
生
じ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
退
職
に
際
し
、
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。 

（
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
制
度
の
導
入
） 

第
五
条 

政
府
は
、
税
、
社
会
保
障
等
に
関
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
の
利
用
等
に
関
す
る
制
度
を
導
入
し
、
歳
入
庁
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
に
個
人
番
号
の

利
用
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
歳
入
庁
の
設
置
ま
で
の
検
討
） 

第
六
条 

政
府
は
、
歳
入
庁
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所

要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
税
庁
が
有
す
る
内
国
税
の
賦
課
及
び
徴
収
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
、
厚
生
労
働
省
が
有
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
う

ち
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
も
の
並
び
に
日
本
年
金
機
構
が
有
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
同
項



 

四 

第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
も
の
を
早
期
に
統
合
す
る
と
と
も
に
、
内
国
税
並
び
に
労
働
保
険
料
及
び
年
金
保
険
料

等
の
徴
収
等
に
資
す
る
各
種
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

二 

歳
入
庁
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
年
金
保
険
料
等
の
納
付
等
に
係
る
個
人
情
報
そ
の
他
の
そ
の
保
有
に
係
る
個
人

情
報
が
漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
毀
損
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整

備
等
を
行
う
こ
と
。 

（
地
方
税
の
徴
収
事
務
の
委
託
に
関
す
る
検
討
） 

第
七
条 

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
歳
入
庁
に
対
し
地
方
税
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
社
会
保
険
制
度
に
関
す
る
負
担
の
公
平
を
図
る
た
め
の
検
討
） 

第
八
条 

政
府
は
、
厚
生
年
金
保
険
、
健
康
保
険
そ
の
他
の
社
会
保
険
の
制
度
に
関
し
、
被
保
険
者
等
に
係
る
負
担
の
公
平
を

図
る
た
め
、
標
準
報
酬
月
額
等
の
上
限
の
廃
止
を
含
め
た
そ
の
在
り
方
、
被
用
者
に
係
る
保
険
料
率
等
の
統
一
を
含
め
た
そ

の
在
り
方
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 



 
 

五 

 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





 
 

七 

理 

由 
内
国
税
並
び
に
労
働
保
険
料
及
び
年
金
保
険
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
業
務
の
効
率
化
並
び
に
こ
れ
ら
の
納
付
を
行
う
者
の

利
便
性
の
向
上
を
推
進
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
納
付
の
状
況
の
改
善
に
資
す
る
た
め
、
国
税
庁
が
所
掌
し
て
い
る
内
国
税
の

賦
課
及
び
徴
収
に
関
す
る
事
務
等
並
び
に
厚
生
労
働
省
が
所
掌
し
て
い
る
労
働
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
事
務
並
び
に
日
本

年
金
機
構
が
行
っ
て
い
る
年
金
保
険
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
業
務
を
一
元
的
に
行
う
歳
入
庁
の
設
置
等
に
関
す
る
基
本
的
な

事
項
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


